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○鷹野副委員長 失礼いたします。皆さんこんにちは。 

ただいまから１２月定例最終日に伴います議会運営委員会を開会いたします。 

開会に先立ちまして、委員長挨拶をお願いいたします。 

〇原田委員長 皆さんこんにちは。急遽お集まりいただきまして誠にありがとうございます。 

本来なら明日の９時から開催の予定だったのですが、ほかの議案等が出てきた場合に、９時

からの３０分ではなかなか時間的に厳しいのではないかということで、このように急遽前日に

開催することといたしました。全員の出席をいただきありがとうございます。 

明日の議会最終日の件について、今日は、内容について皆さんと協議をしていきたいと思っ

ておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

〇鷹野副委員長 ありがとうございました。 

それでは、これからの協議につきましては委員長の進行でお願いいたします。 

〇原田委員長 それでは早速、協議事項に入ります。 

まず、１番目として議事日程なんですが、会議録署名議員は、４番、尾崎議員、５番、嘉喜

山議員でお願いいたします。 

次に、議案の概要説明とその取扱いについてですが、理事者提案に関するものはありません。 

そして、次に議会提案に関するものが５案あります。報告が２案、議員派遣が１案、所管事

務の申出が１案、そして特別委員会設置決議案が１案ということです。 

それでは、議会提案に関するものについて、事務局より説明を求めます。 

土居事務局長。 

〇土居事務局長 それでは私のほうから、議会提案に関するもの、５議案説明いたします。 

先ほど委員長より御説明がございました、特別委員会設置の決議が出ております。議事日程

に入れる順番をこの後、皆さんで御協議願います。過去の例を調べますと、議事日程のくくり

の、切りのいいところ、例えば今回で言いますと、補正予算の第７８号議案、下水道事業会計

補正予算の後とか、その次になりますと指定管理者の指定ということもあるんですが、その後

すぐ発議第２号、そして発議第３号の委員会条例と議会会議規則の一部改正がありますので、

その後に入れる２パターンが考えられることと思われますので、皆さんで御協議のほどよろし

くお願いいたします。 

あと請願第１号、セクハラ議員の役職（総務委員長）不適格、及び愛南町議会としてセクハ

ラ議員への処分に関する請願についての委員長報告は不採択となっております。 

陳情第７号、所得税法第５６条の廃止（見直し）の意見書採択を求める陳情書の委員長報告

は不採択となっております。 

続きまして、議員派遣は１月と２月に開催予定の議会報告・意見交換会と、２月の議会広報

研修会となっております。 

最後に所管事務調査を含めまして、の申出を含めまして５案となっております。 

以上です。 

〇原田委員長 ただいま事務局より説明がございました。何か質疑がございませんかね。 

まずはあの、事務局より説明がありましたが、特別委員会設置決議案、これを議事日程のど

の箇所に入れるかなんですが、今、事務局長より２通りの案があったと思うんですが、皆さん

の御意見を伺いたいと思います。 

どうでしょうかね、どこの箇所に入れるのがいいか。 

尾崎委員。 

〇尾崎委員 今回、発議第４号ということからしますと、既にこの日程の中に発議第２、第３と出

ております。流れからいくと、第３の下で第４号ということでいいんじゃないかなとは思いま

す。 

〇原田委員長 今、尾崎委員より、第１５号議案の発議第３号の後にこの特別委員会設置決議案、
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これを入れたらどうかという意見なんですが、皆さんどうでしょうか。皆さんの御意見。 

金繁委員。 

〇金繁委員 私は、今入れていただいているところが切りがよくていいと思います。 

〇原田委員長 金繁委員もそのような意見ですが、皆さんどうでしょうか。 

（「いいです」と言う者あり） 

〇原田委員長 嘉喜山委員。 

〇嘉喜山委員 私は、尾崎委員の意見に賛同します。 

〇原田委員長 池田委員。 

〇池田委員 私も尾崎委員の意見で。 

〇原田委員長 鷹野副委員長。 

〇鷹野副委員長 私も同じです。 

〇原田委員長 ということでじゃあ、日程第１５の発議第３号の後にこの特別委員会設置決議案、

これを入れるようにします。 

   ほかに今、事務局より説明があったんですが、その中で質疑はありませんかね。 

ないようでしたら終了します。 

続いて、議案の審議方法なんですが、まず請願審査報告。請願第１号、セクハラ議員の役職

（総務委員長）不適格、及び愛南町議会としてセクハラ議員への処分に関する請願についての

総務文教常任委員会委員長報告は不採択です。報告が不採択の場合の討論は賛成から行います。

請願の議決は、委員長報告に対する質疑、討論、採決で、請願を採択することに賛成を諮ると

いうことでよろしいでしょうか。いいですかね、これで。 

（「はい」と言う者あり） 

〇原田委員長 じゃあそのようにいたします。 

続いて、陳情の審査報告なんですが、陳情第７号、所得税法第５６条の廃止（見直し）の意

見書採択を求める陳情書の総務文教常任委員長報告は不採択です。報告が不採択の場合の討論

は賛成から行います。陳情の議決は、委員長報告に対する質疑、討論、採決で、陳情を採択す

ることに賛成を諮るということでよろしいでしょうか。いいですかね。 

（「はい」と言う者あり） 

〇原田委員長 はい、これは請願と一緒ですので、はい。 

ただ、陳情の議決が採択となった場合は、意見書は内容を検討し、次回以降の定例会で提出

をするということになっておりますので、御了承いただきたいと思います。 

続いてその他ですが、何かございませんでしょうか。 

金繁委員。 

〇金繁委員 今、政府のほうで、国会のほうで、物価高騰対応の臨時交付金の案件が出ています。

各自治体にこれから交付金が来るんですけど、これの使い道また議会開くことになると思うん

ですが、これの額とか使い道について行政のほうから何か議会に情報提供とかありましたでし

ょうかね。 

〇原田委員長 土居事務局長。 

〇土居事務局長 現在のところ、金繁委員の御質問に関する執行部からの情報提供は伺っておりま

せん。 

以上です。 

〇原田委員長 また何かありましたら、議運のほうで、はい。 

（発言する者あり） 

〇原田委員長 はい、分かりました。 

ほかに何か、その他でありませんかね。 

土居事務局長。 
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〇土居事務局長 失礼します。１２月定例会最終日の翌週のことになるんですが、念のためお知ら

せしておきます。 

翌週、１２月１７日、水曜日、１０時から議会運営委員会を開催予定となっております。 

現在、皆様で御協議いただいている申合せ事項の御協議に加えまして、愛媛ＣＡＴＶによる

議会中継の番組編成の都合上、３月定例会開催時における予算勉強会、この日程調整を早めに

御協議いただいたらと思います。 

１７日に決定しづらいいうことでしたらまた次回に持ち越しいうことになるんですが、お早

めに御協議いただいていくほうが、愛媛ＣＡＴＶ様の番組編成が、都合がつきやすいというこ

とでしたのでお知らせしておきます。 

あともう一点、先ほど申しました議会運営委員会で今、様々な申合せ事項の確認について皆

様で御協議いただいております。大きな議題の一つとして、ハラスメントに関する、ただいま

防止条例ほか例規の御協議をいただいております。こちらの申合せ事項につきましては、ハラ

スメントに対する客観的な相談窓口についてという始まりで、現在の協議内容となっておりま

す。議会運営委員会の委員の皆様には、そういったことで、状況分かられておるんですが、議

会運営委員会以外の議員の皆様にはハラスメント防止条例等の例規の検討をしているという

ことの共有がなされておりませんので、次回の全員協議会なりで、途中経過なり、こういうこ

とで進めておりますという、共有されるほうがよろしいかなと思いますので、その辺り皆様で

また御協議いただいたらと思います。 

よろしくお願いいたします。 

〇原田委員長 今、事務局より説明がございました。 

今度の１７日に議運がありますので、今、事務局長が言ったような件、十分に考えていただ

きたいと思います。 

ほかに何かございませんかね。 

事務局もいいですかね。 

〇土居事務局長 はい。 

〇原田委員長 じゃあ閉会のほうよろしく。 

〇鷹野副委員長 それでは、以上をもちまして議会運営委員会を終了いたします。 

 

 

 

委員長 


